
令和２年４月２１日  

 

保護者 様 

 

喜多方市立第二小学校長 伊藤 博子  

 

 

臨時休業に伴う対応のお知らせ 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための臨時休業に伴い、以下のように対応いたし

ますので、お知らせいたします。保護者の皆様におかれましても、何かとご苦労、ご心配を

おかけすることとなります が、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

記 

  

１ 臨時休業期間に、児童クラブ未登録児童で預け先がないため、学校での受け入れを希望

する場合の対応について 

 ○３月の臨時休業と同様の対応としますが、対象児童を 1 年～4 年、特別支援学級在籍児

童とします。詳しくは別紙「市内小中学校の臨時休業に伴う児童生徒の預かりの実施に

ついて（保護者用）」でご確認ください。 

 

２ 学校再開について 

 ○5 月 7 日（木）を予定しております。 

○5 月 7 日（木）・8 日（金）については、弁当持参となります。 

 

３ 家庭訪問について 

 ○4 月 16 日付で家庭訪問中止のお知らせをしたところですが、臨時休業期間に自宅の場

所を確認させていただきます。保護者の方の在宅は必要ありません。訪問時に在宅され

ている場合は、必要に応じて、お子さんの様子を伺わせていただくこともあります。ご

了承ください。 

 

４ 集金について 

 ○4 月 24 日（金）に予定していた集金ができなくなりましたので、5 月の集金日に一括

して集金とします。金額が大きくなりご迷惑をおかけします。ご了承ください。 

            【5月の集金日 5 月 26日（火）】 

５ 給食費について  

〇 臨時休業に伴い、通常であれは、給食費の返金があるところですが、今回は現金によ

る返金は行わず、徴収額の変更での対応となります。詳細は、給食センターより後日ご

連絡があります。 

 

６ マスクの配付について 

○文部科学省より、学校へ布製マスクが届きましたので、明日配付いたします。 

  ・児童一人あたり 2 枚配付が予定されております。今回は、1 枚配付します。5 月以降

に再度 1 枚配付予定です。 

 

７ その他 

○臨時休業中の連絡は緊急メール及びポータルサイトとなります。 

○不明な点は、学校までお問い合わせください。 

【担当：第二小学校 教頭 鈴木 亮 ℡２２－０４６５】 


